
≪記載例：国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届≫ 

（１）家財が損害を受けた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業用財産が損害を受けた場合 

エアコン室外機 

２０ ２０ 

全壊 

申請時に受け取っていな

ければこちら。 

被災者経営 

事業用財産 

工場内備品 全壊 

２００ ２００ 

５０ 

必ず被災前金額より 

低い金額となること。 

または同額。 


